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議案第 100 号 

 

   三朝町特別医療費助成条例の一部改正について 

 

 次のとおり三朝町特別医療費助成条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号）第 96 条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 

  平成 22 年 12 月 13 日 

                 三朝町長 吉 田 秀 光 

 

 

 

 

 

 

 

   三朝町特別医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

第１条 三朝町特別医療費助成条例（昭和 48 年三朝町条例第 34 号）の一部を次のように改正す

る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分

が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（助成） （助成） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項の規定による助成の額は、次のとおり

とする。 

２ 前項の規定による助成の額は、次のとおり

とする。 

(１) 別表第１号から第３号までに掲げる

者のうち、次のいずれかに該当する者（障

害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）

第５条第 18 項に規定する自立支援医療の

対象となることが明らかであるにもかか

わらず、同法第 53 条第１項の申請をしな

い者（以下「自立支援医療未申請者」とい

う。）を除く。）にあっては、医療費の全額 

(１) 別表第１号から第３号までに掲げる

者のうち、次のいずれかに該当する者（障

害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）

第５条第 18 項に規定する自立支援医療の

対象となることが明らかであるにもかか

わらず、同法第 53 条第１項の申請をしな

い者（以下「自立支援医療未申請者」とい

う。）を除く。）にあっては、医療費の全額 

ア その属する世帯の世帯主及びすべて ア その属する世帯の世帯主及びすべて
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の世帯員が当該医療を受ける日の属す

る年度（当該医療を受ける日の属する月

が４月から７月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）の規定による市町村民税（同

法第 328 条の規定によって課する所得割

を除く。以下この項、次項及び第７項に

おいて同じ。）が課されていない者又は

市町村の条例で定めるところにより当

該市町村民税を免除された者（当該市町

村民税の賦課期日において同法の施行

地に住所を有していない者を除く。第７

項において同じ。）である者（次号にお

いて「市町村民税世帯非課税者」とい

う。） 

の世帯員が当該医療を受ける日の属す

る年度（当該医療を受ける日の属する月

が４月から６月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）の規定による市町村民税（同

法第 328 条の規定によって課する所得割

を除く。以下この項、次項及び第７項に

おいて同じ。）が課されていない者又は

市町村の条例で定めるところにより当

該市町村民税を免除された者（当該市町

村民税の賦課期日において同法の施行

地に住所を有していない者を除く。第７

項において同じ。）である者（次号にお

いて「市町村民税世帯非課税者」とい

う。） 

イ 略 イ 略 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略  

３～９ 略 ３～９ 略 

  

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第

283 号）第 15 条第４項の規定により交付を

受けた身体障害者手帳に身体上の障害の

程度が１級又は２級である者として記載

されている者であって、前年の所得（当該

医療を受ける日の属する月が１月から７

月までの場合にあっては、前々年の所得。

次号及び第３号において同じ。）の額（規

則で定める者にあっては、当該所得の額か

ら規則で定める額を控除した額。以下同

じ。）が、その者の所得税法（昭和 40 年法

律第 33 号）に規定する控除対象配偶者及

び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）

の有無及び数に応じて、次の表に定める基

準額に満たないもの 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第

283 号）第 15 条第４項の規定により交付を

受けた身体障害者手帳に身体上の障害の

程度が１級又は２級である者として記載

されている者であって、前年の所得（当該

医療を受ける日の属する月が１月から６

月までの場合にあっては、前々年の所得。

以下同じ。）の額（規則で定める者にあっ

ては、当該所得の額から規則で定める額を

控除した額。以下同じ。）が、その者の所

得税法（昭和 40 年法律第 33 号）に規定す

る控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶

養親族等」という。）の有無及び数に応じ

て、次の表に定める基準額に満たないもの 

 略 
 

 略 
 

(２)～(４) 略  (２) ～(４) 略 

(５) 母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法律 (５) 母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法律
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第 129 号）第６条第１項に規定する配偶者

のない女子並びに同項及び母子及び寡婦

福祉法施行令（昭和 39 年政令第 224 号）

第１条中「女子」とあるのは「男子」と、

同条第２号中「母」とあるのは「父」と読

み替えた場合における同項に規定する配

偶者のない男子で現に児童（18 歳に達する

日以後の 初の３月 31 日までの間にある

者をいう。以下同じ。）を扶養している者

のうち前年の所得（当該医療を受ける日の

属する月が１月から６月までの場合に

あっては、前々年の所得）について、所得

税法その他の所得税に関する法令の規定

により所得税が課されていないもの並び

にこれらの者が扶養している児童 

第 129 号）第６条第１項に規定する配偶者

のない女子並びに同項及び母子及び寡婦

福祉法施行令（昭和 39 年政令第 224 号）

第１条中「女子」とあるのは「男子」と、

同条第２号中「母」とあるのは「父」と読

み替えた場合における同項に規定する配

偶者のない男子で現に児童（18 歳に達する

日以後の 初の３月 31 日までの間にある

者をいう。以下同じ。）を扶養している者

のうち規則で定めるもの並びにこれらの

者が扶養している児童 

(６) 15 歳に達する日以後の 初の３月 31

日までの間にある者 

(６) 小学校就学の始期に達するまでの間

にある者 

（備考） 略 （備考） 略  

  

 

第２条 三朝町特別医療費助成条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分

が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「医療費受給者」と

は、別表に掲げる者（生活保護法（昭和 25

年法律第 144 号）による保護又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30

号）による支援給付（以下「支援給付」とい

う。）を受けている者を除く。以下同じ。）で

あって、次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。 

第２条 この条例において「医療費受給者」と

は、別表に掲げる者（生活保護法（昭和 25

年法律第 144 号）による保護を受けている者

を除く。以下同じ。）であって、次の各号の

いずれかに該当するものをいう。 
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(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（助成） （助成） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項の規定による助成の額は、次のとおり

とする。 

２ 前項の規定による助成の額は、次のとおり

とする。 

(１) 別表第１号から第３号までに掲げる

者のうち、次のいずれかに該当するもの

（障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123

号）第５条第 18 項に規定する自立支援医

療の対象となることが明らかであるにも

かかわらず、同法第 53 条第１項の申請を

しない者（以下「自立支援医療未申請者」

という。）を除く。）にあっては、医療費の

全額 

(１) 別表第１号から第３号までに掲げる

者のうち、次のいずれかに該当する者（障

害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）

第５条第 18 項に規定する自立支援医療の

対象となることが明らかであるにもかか

わらず、同法第 53 条第１項の申請をしな

い者（以下「自立支援医療未申請者」とい

う。）を除く。）にあっては、医療費の全額 

ア 略 ア 略 

イ 境界層該当者（生活保護法第６条第２

項に規定する要保護者又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律第 14 条第

４項の規定によりその例によることと

される生活保護法第６条第２項の規定

による現に支援支給を受けているとい

ないとにかかわらず支援給付を必要と

する状態にある者であって、社会保険各

法その他の法令の規定による医療給付

に係る自己負担、食事の提供若しくは居

住等に要する費用の自己負担、福祉サー

ビスその他のサービスに係る利用者負

担又は介護保険の保険料についての軽

減措置を適用したならば保護又は支援

給付を必要としない状態となるものの

うち、当該者に該当する旨の証明書（社

会保険各法の規定による場合にあって

は、当該者に該当することが記載された

保護申請却下通知書又は保護廃止決定

通知書（支援給付の場合にあっては、こ

イ 境界層該当者（生活保護法第６条第２

項に規定する要保護者であって、社会保

険各法その他の法令の規定による医療

給付に係る自己負担、食事の提供若しく

は居住等に要する費用の自己負担、福祉

サービスその他のサービスに係る利用

者負担又は介護保険の保険料について

の軽減措置を適用したならば保護を必

要としない状態となるもののうち、当該

者に該当する旨の証明書（社会保険各法

の規定による場合にあっては、当該者に

該当することが記載された保護申請却

下通知書又は保護廃止決定通知書）を福

祉事務所長より交付された者をいう。） 
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れらに準ずる書類））を福祉事務所長よ

り交付されたものをいう。） 

(２) 別表第１号から第３号までに掲げる

者のうち、次のいずれかに該当するものに

あっては、医療費から一部負担金の額に相

当する額を控除した額 

(２) 別表第１号から第３号までに掲げる

者のうち、次のいずれかに該当する者に

あっては、医療費から一部負担金の額に相

当する額を控除した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(３) 略  (３) 略  

３～９ 略 ３～９ 略 

  

    附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行

する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の三朝町特別医療費助成条例（以下「新条例」という。）の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に受ける医療に係る医療費の助成について

適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。 

３ 施行日から平成 23 年７月 31 日までの間における新条例の規定の適用については、新条例第

３条第２項第１号ア中「当該医療を受ける日の属する年度（当該医療を受ける日の属する月が

４月から７月までの場合にあっては、前年度）」とあるのは「平成 23 年度（当該医療を受ける

日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、平成 22 年度）」と、新条例別表第１号中

「前年の所得（当該医療を受ける日の属する月が１月から７月までの場合にあっては、前々年

の所得。次号及び第３号において同じ。）」とあるのは「平成 22 年の所得（当該医療を受ける日

の属する月が１月から６月までの場合にあっては、平成 21 年の所得。次号及び第３号において

同じ。）」と、同表第２号及び第３号中「前年の所得」とあるのは「平成 22 年の所得」とする。 

４ 平成 22 年の所得が新条例別表第１号から第３号までに規定する基準額（以下「基準額」とい

う。）を満たす者であって、平成 23 年の所得が基準額に満たないものに係る平成 24 年７月１日

から同月 31 日までの間の医療に係る医療費の助成に関する新条例の規定の適用については、新

条例第３条第２項第１号ア中「当該医療を受ける日の属する年度（当該医療を受ける日の属す

る月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）」とあるのは「平成 24 年度」と、新条例

別表第１号中「前年の所得（当該医療を受ける日の属する月が１月から７月までの場合にあっ

ては、前々年の所得。次号及び第３号において同じ。）」とあるのは「平成 23 年の所得」と、同

表第２号及び第３号中「前年の所得」とあるのは「平成 23 年の所得」とする。 

（三朝町小中学生等医療費助成条例の廃止） 

５ 三朝町小中学生等医療費助成条例（平成 20 年三朝町条例第５号。以下「旧条例」という。）

は、平成 23 年３月 31 日限り、廃止する。ただし、同日までに受けた医療に係る医療費の助成

については、旧条例の規定は、平成 24 年３月 31 日までに限り、なおその効力を有する。 


